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ごぞんじですか？

上にある丸い標識は、「普通自転車等及び歩行者等専用」を示す規
制標識です。この標識がある道路は、自転車や歩行者のみが通行で
きる道路となります。また、丸い標識の下に、「７－９」と記載された補
助標識が付いています。これは、その規制が適用される時間を示した
ものです。

このことから、この標識がある道路は、道路交通法により「午前７時か
ら９時までの間は、自転車や歩行者のみが通行でき、自動車など車両
は通行できない」こととなります。※

規制に気付かずに普通自動車で走行し、交通違反で警察の取締りを
受けると、違反点数２点、反則金額は７千円となりますので、お気をつ
けください。

こうした標識は、学校の周辺など通学路に多く設置されています。児
童や生徒が安全に通学できるよう、ご配慮とご協力をお願いします。

（※規制のある道路に面してご自宅の車庫がある場合など、やむを得
ない理由があるときでも、警察の許可証が必要となります。詳しくは、
警察署にご相談ください。）

小学校前の道路で よく見かけるけど！！

車で通ると どうなるの？！
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新１年生に安全啓発を実施しました

【登録資格】 ・東住吉区の安全・安心なまちづくりに関心のある方
・東住吉区に在住・在勤・在学の方
・年齢・性別・国籍は問いません

【登録方法】 東住吉区役所ホームページの「ながらパトロール隊」登録
の申込用紙に必要事項を記入して、ファックスまたは
東住吉区役所 区民企画課までお持ちください。

TEL 06-4399-9990 FAX 06-6629-4564

◎ 買物しながら…
◎ 散歩しながら… 
◎ 掃除しながら… 
◎ 水まきしながら…

「ながらパトロール」とは・・・

登録資格・登録方法

「ながらパトロール隊」募集中！

東住吉区内小学校 全１４校 新１年生３３クラス ９３４人の児童
に安全啓発を実施しました。内容は、不審者対応の「いかのおすし」
や「こども１１０番の家」の説明、交通ルールなど、もりだくさん。
みんな目を輝かせて、楽しみながら真剣に聴いてくれました。
【青信号＝すぐに渡れる】と、こどもたちが
思っていると、とっても危険です。こどもと
普段一緒に道路を渡る際には、「みぎひだり
みぎ」の確認を一緒にしてあげてください。

「桑津小学校での様子」

これまでは、何気なく行っていたものを、
少しでも防犯意識を持っていただき、周り
に注意して、監視の眼を持っていただくこ
とにより、未然に犯罪を防ぐことにつなが
ります。ひとりでも多くの皆様の、ご参
加・ご協力をお願いいたします。
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